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①
証
券
取
引
法 

第
三
十
七
条  

証
券
会
社
は
、
顧
客
か
ら
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
券
、
新

株
予
約
権
付
社
債
券
そ
の
他
の
有
価
証
券
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（第
七
十
九
条

の
二
か
ら
第
七
十
九
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
「上
場
株
券
等
」と
い
う
。
）の
売
買
に
関
す

る
注
文
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
顧
客
の
指
示
が
取
引
所
有
価
証
券
市
場
外
で
取
引

を
行
う
旨
の
指
示
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
取
引
所
有
価
証
券

市
場
外
で
売
買
を
成
立
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 ②
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令 

第
二
十
七
条  

法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

一 

株
券 

二 

新
株
予
約
権
付
社
債
券 

三 

削
除 

四 

新
株
予
約
権
証
券 

五 

新
株
引
受
権
証
書 

六 

出
資
証
券 

七 

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証 

 
 

券 

八 

投
資
信
託
の
受
益
証
券 

九 

投
資
証
券 

 

  

③
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令 

第
五
十
九
条
の
二 
 

法
第
七
十
九
条
の
二
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

株
券 

二 

新
株
予
約
権
付
社
債
券 

三 

新
株
予
約
権
証
券 

四 

新
株
引
受
権
証
書 

五 

出
資
証
券 

六 

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証 

 
 

券 

七 

投
資
信
託
の
受
益
証
券 

八 

投
資
証
券 

 
 




